植栽管理についての提言

契約形態
1 和光園と管理組合との直接契約形態とする。
（契約書内には、自治会の植栽管理部門(グリーンレンジャー)と相談の上、業務を遂行することを明記する）
2 作業内容(業務内容)については、
高木剪定、低木剪定、花壇管理、除草、消毒、施肥がある。
1) 高木剪定は、業者。
2) 低木剪定（エントランスの垣根は含まない）は、グリーンレンジャーも作業可能にする。
3) 花壇管理は、業者。
4) 除草は、管理会社（長谷工）。
5) 消毒は、業者。
6) 施肥は、業者。
3 費用については、管理組合の予算（100万円）の範囲内。（契約金額）


グリーンレンジャーの活動形態（管理組合に対しては無償）
1 業者の業務内容の管理（作業内容の事前打合せ及び管理（作業報告書提出）の他、植栽管理計画書の提出）
2 皐月等の低木剪定作業、花壇のメンテナンス作業
3 植栽に関する近隣住民の要望の対応
4 中庭美化計画遂行（中庭の桜、芝生）
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